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日本近世における噂の力

岩城卓 一*

1.九鬼正残親子，永暇に処される

延享2年(1745)8月，摂津固有馬郡と丹波国氷上郡であわせて 36，000石を領する三田藩九

鬼家で，名門譜代家臣家の親子が永暇に処された。処分されたのは九鬼正残と，その子の一学。

管見の限り三田藩家中の刑罰規定が知られる史料はないが，月末には家族とわずかな供を引き

連れて三田町の武家屋敷をヲ|っ越していること，当初は知行の半知も検討されたが，軽すぎる

という意見があって見直されていることから，重い処分であったと思われる 1)。

正残が仕えた三田藩九鬼家は，戦国時代の海戦で名を馳せた九鬼水軍の流れをくむ。九鬼水

軍の名を世に轟かせたのが織田信長に与して毛利水軍を撃破した天正6年(1578)11月の大阪

湾木津川口海戦で，これを指揮した嘉隆の時代に九鬼家は全国区の戦国大名となった。続く守

隆は近世大名としての生き残りをかけた関ヶ原合戦で戦功をあげ，九鬼家は志摩鳥羽城主とし

て56，000石を領するに至る。 しかし守隆の跡目をめぐって家中を二分する御家騒動が勃発し，

寛永 10年 (1633) 3月に守隆の遣領のうち 36，000石が久隆に， 20，000石が隆季に分知され，

久隆は摂津三田， 隆季は丹波綾部へ所替となった2)。久隆が所替となった三田は丹波と国境を

接する摂津西部の有馬郡内に位置する。中世末にはここに城が築かれていたが，廃城となった

ため九鬼家は前領主松平氏が築いた三田町の陣屋に入り，以後，明治維新まで三田藩主の座に

あったの。

さて， 嘉隆には成隆 (図書) という長子がいたが側室子であったため41正室子の次男守隆

が嘉隆の跡を継ぐ。一方，成隆は 4，000石の知行を与えられて家を興し，守隆の家中に名を連

ねることとなった。成隆は嘉隆の子として， また守隆の兄として， 16世紀後半から 17世紀初

頭，大名として生き残れるか否かの岐路に何度も立たされた九鬼家をささえた (図1参照)5)。
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図 1 九鬼家系図

成隆の跡は徳隆 (左近)が継ぎ，道鉄 (采女)と隆忠 (監物)は別に家を興す。左近系の祖徳

隆の跡は清隆 (兵部)が継ぐ。 この清隆の時代に御家騒動が勃発するが，病弱な長子良隆に代

わって隆季が相続することでまとまりかけていたところに，久隆を担ぎ出し，その擁立に動い

たのが清隆であった。そのため家中は隆季派と久隆派に分かれて激しく対立した。このとき，

道鉄の采女系，隆忠の監物系は久隆を支持する。そして l年以上，対立を続けた結果，幕府の

裁定で三田と丹波綾部に分知されるが，有力家臣の多くが隆季に従い綾部に移ったため，左近

系 ・采女系 ・監物系は三田藩家中で譜代家臣として大きな力を持つことになった。このうち左

近系は清隆の後，隆貞，豊隆，芳隆 (粛宮)と続く 。分知や不祥事による減封よって芳隆時代

の知行高は 1，000石となっていた。

永暇に処された正残は清隆の次男隆祥を祖とする系譜につながり，左近系が本家ということ

になる。隆祥が 1，000石の知行を与えられて家を興し，善隆，隆屋と続き，享保 14~ 16年

(1729 -31)頃に隆演が家督を相続した。隆屋は子に恵まれなかったため，隆演が養子として迎

えられ，家督相続後は一学を名乗った6)。

隆演は藩主隆抵 (隆休，藩主在任 1707-33)の近習および取次役を務めた後，家督を相続する

が， その直後，監物系の九鬼隆寿 (藤四郎)とともに，藩主隆抵に諌言書を差し出し， 三田を

退去した。諌言の中身はわからないが，譜代家臣が主君の間違いを諌める行為に家中が動揺す

ることを危倶した両人は，享保 16年 (1731) 7月 19日，I動揺せず，忠勤に励むべし」 との

書き置きをして三田を去り，大坂市中近郊の福島で牢人生活を始めた (図2参照)。

この隆演 ・隆寿の他に，九鬼勘左衛門も諌言書を差し出した後， 三田を退去している。九鬼

勘左衛門家は九鬼姓を名乗っていることからもわかるように古くから九鬼氏に従い，御家騒動
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図2 正残一件関係図

ではいち早く久隆支持に廻った譜代家臣である九譜代家臣の三人がとき同じく諌言をしてい

ることからこの頃， 三田藩が何か重大な問題を抱えていたことが窺えるが，江戸で三人の諌言

書を受け取った藩主隆抵はその行為に感じ入り，すぐに帰参を許した。

次の申渡は，諌言直後，藩主隆抵から家中に通達されたものである8)。

家中之面 ヱ々可申渡趣

今度藤四郎・一学両人存寄之趣書付細川桃庵ヲ頼我等方へ差出し，其地リサンノ段令承知

驚入候，右之書付逐一令披見候所尤之趣忠心之段感心不大形候，年若之者ケ様之心底未頼

母敷与大慶不斜候，然上早東浦婁存弥可為満足候，此度帰参之義申遣候，尚又一統ニ其趣

可申遣候，将又勘左衛門義茂存念一封差出 しリサン申候，右之書付一覧之所是又尤之義ニ

存候，害代家筋之者ニ候間此度両人一所ニ帰参申付候条左様ニ可相iL矧戻，何れも家中之

面々普代之家筋ニ候得者全疎意無之候間，此以後家之為メニ候間弥勤仕之筋一統ニ無底意

申合相勤候ハ、 可為満足候
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藩主隆抵は三人の諌言を 「忠心」・「頼母敷」と賞賛して帰参を許し，早速，これを知らせる

三田藩の使者が隆演 ・隆寿のもとに遣わされたが， 両人はそれに深謝しながらも帰参を拒み，

とりあえず三田近郊に居を移すことにした。新しい住まいは隆演が幕府領の摂津国有馬郡下山

口村，隆寿が上総国飯野藩領の摂津固有馬郡二郎村である。さらに，ここでも再度，藩主隆抵

から帰参するよう促されたことをうけ，隆演は三田藩領内有馬郡付物村，隆寿は同郡深谷村に

引っ越す。 このとき両人は剃髪し，隆演は正残，隆寿は永信と改名し， 享保 17年春には庵室

での生活を始めた。そして同年 9月，隆演の家督を長子徳次郎 (相続後， 一学を名乗る)が，隆

寿の家督を弟藤兵衛 (隆完)が相続することを許され， 10月には両人も三田町の武家屋敷に

戻った。三田を退去してからわずか l年足らずで， 両人の家は再興されたのである。

九鬼勘左衛門の帰参までの詳細はわからないが，享保 16年 11月には帰参を許す藩主の直書

が勘左衛門のもとに届けられているので，隆演 ・隆寿と同じような手順で帰参 ・再興が許され

たと思われる 9)。

藩主隆抵は三人が譜代家臣で，とりわけ隆演・隆寿は隆抵の近習・取次を務めていたため，

三人の諌言に素直に耳を傾け，すぐに帰参と家の再興を許 した。譜代家臣は藩の重役を独占し，

藩主との距離も近かったが，この一件で三人と各家の履歴には箔が付いた。隆演の祖父・父は

ともに家老を務めているが，隆演は諌言による剃髪 ・隠居で家老として藩政で手腕をふるうこ

とは叶わなかった。 しかし隆演は自分のみならず，家の名誉を著しく 高めるという大きな功績

を残したのである。

このように家門につながり，代々の当主が藩の重役を務めてきた譜代の名家でIOL 自身も輝

かしい履歴をもっ正残が永暇に処されたのは家の再興から 13年後のことであった。罪状は

「世上人口ニ掛申候段」。 つまり世間で人々の噂になったことである。 しかも正残だけでなく ，

息子一学も連座で永暇に処された。

一体どんな噂が世間に広まったことで，正残は名門家と，輝かしい履歴を失ったのであろう

か。

2. 正残の罪状

正残が失脚することになった噂は女性問題である。

「九鬼正残不行跡之事」と題された藩の罪状認定書によると 11)，広まった噂とは又者(一学家

の家臣)の妻と， その娘に対する不義である。男女合意の場合は密通，女性の同意なしに強引

に関係を持った場合は不義と呼ばれ，ともに大罪であった。不義が事実であれば重い処罰を下

されて当然だが， 三田藩はこれを全くの虚説と断じている。つまり，この噂はウソだというの

である。にもかかわらず 「人倫之道欠候説を受候事，平生不行跡15事発候」と，人の道を外れ
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た不義の噂を広められた原因は， 正残の常日頃の行いの悪さにあるという理由で， 正残と，監

督不行届を理由に当主の一学を永暇に処した。不義が事実か否かではなく，不行跡を積み重ね

た結果，噂を広められたことを答められたのである。

正残が責任を問われた常日頃の不行跡とは，これも女性問題と， もうひとつは高慢不遜な同

人の態度であった。

正残はかなり派手に女性と遊んでいたようだ。正残は，独身時代， 家に 「妾」を住まわせて

いたが， 自分の結婚が整うや 「妾」に暇を出し， 三田町の町人の元に帰した。おそ らく女中奉

公にあがっていた町人の娘に子を出し，結婚前に生家へ追い返したのであろう。ところが娘の

ことを忘れられなかった正残は町人宅へ通って酒宴に興じていたところ，火災が発生 し，逃げ

出す途中，万を落とし，焼失させてしまう。

これは諌言 して三田を退去する前のことであるが，帰参後も異性への興昧は衰えるどころか

ますます盛んで，またしても 「妾」を抱えていた12)。 しかし何か不都合があったのか，別の女

性に心を奪われたのか，正残はその 「妾」を又者高橋市左衛門の娘として有馬の町人方へ片づ、

けた。娘の過去を知っていたのかはわからないが，町人は妻として迎えたのだと思われる。と

ころが正残と町人の妻となった女性は男女関係を続け，とうとうその女性は正残の元に戻って

しまう。一部始終を知った町人は，元の鞘に収まりたいのであれば一旦帰宅し， 正式な手続き，

おそらく離縁をしてから好きにすればよいと持ちかけるが， 正残も，女性も，これを無視した。

この態度に町人の怒りが爆発し， 正残が妻に宛てた手紙を証拠に， I訴えてやる」 と騒ぎ出し

たのである。 しかも三田藩の役所ではなく，幕府の大坂町奉行所にである。正残は武士である

ため被告は妻で，九鬼家領の三田と幕府領の有馬という支配違い裁判となるため大坂町奉行所

に訴えることになったのであろう。夫婦問の争いとはいうものの，当然，裁判となれば正残の

名も出，そんなことになれば正残，そして名門譜代の家筋に傷が付くため，三田の町年寄が有

馬の町年寄に話を付け，金銭で解決した。正残が子を回したのだと思われる。

正残の不行跡はまだある。正残は 「野郎」にも手を出していた。男色である。三田退去前，

三田にほど近い町場である道場川原の野郎のもとに足繁く通っていたところω，養父隆屋の耳

に入り，義絶されるところ，親族の執り成しでなんとか収まったらしし、。

女性と戯れている聞に武士身分の表象である万を焼失させたことは，ことが発覚するやかな

り問題視されたようだし，野郎遊びも家中ではよく知られた事件であった。また，有馬町人の

事件も関連史料は残されていないが事実だと思われる。正残は，退去前も，帰参後も，かなり

羽目を外した生活を送っていたようだ。

諌言をして三田を退去した行為は家中では高く評価されていたが14)，こうした度重なるス

キャンタソレはその評価を庇めるに十分であった。加えて，家中のものたちは正残の日頃の言動

に怒りを増幅させていた。
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帰参した正残は，隠居の身である 自分は藩政には何の関心もないと 口にしていた。 しかし家

中の多くはそうはみていなかった。家は息子が相続したものの，実権は正残が握っており， 正

残が 「人欲を離れ」たなどというのはデタラメで，内心では 「功ニ誇りJ，高い格式を望み，

藩政に関わりたくて仕方がないω。その証拠に家中のものを嚇けて藩政を批判させたりしてい

る16)。 さらにすべてに高慢で， 同家の又者たちも無礼でことばが過ぎる。また本家の芳隆 〔左

近系)に対する無礼も目に余る等々である。

藩は調査を重ねた結果，これらの不行跡は事実であり，今回，ウソであっても又者の妻と娘

に対する不義という人倫を欠く噂を広められた背景にはこうした不行跡の積み重ねがあるとし

て， 正残と，その監督を怠った一学を永暇に処したのである。

3. 噂の拡大と変質

そもそも不義の噂を言い出したのは誰か。噂は人から人へ口伝えに広がっていくもので，噂

を言い出した人物を特定することなど容易ではないが，正残は目星を付けていた。高橋市左衛

門に代わって百し抱えた又者である 17)。有馬町人との一件があったためか， 高橋市左衛門は暇

を出され，新しい又者が召 し抱えられていたようだ。正残は新しい又者を 「他所者」と言って

いることから，大坂・京都， あるいは江戸などでリクルート したのであろう。

正残は次のように見立てる。正残はこの新しい又者とそりが合わず， 仕事ぶりもよくないと

不満を持っていた。屋敷内には気まずい空気が漂っていたようだが，次々と又者を変えるのも

世間体が悪かったのか，険悪なまま毎日が過ぎていった。加えて，正残は財政を担当していた

賄人の働きにも不満があり，財政が好転しないことを理由に暇を出した問。

新しく抱えられた又者と賄人は家の実権を握る正残からしばしば叱責され，疎ましく思って

いたのであろう。やがて両人は正残が不義をしているという噂を広めはじめる。それは賄人が

暇を出されたことで加速し，賄人はあちらこちらで言いふらしたようだ。 しかもそれが実に巧

妙な語り 口だったらしく， 正残はまるで 「密使」のようだと評している 19)。

噂は正残が永暇に処される l年前，延享元年 (1744)には噸かれ始めていたと思われる。噂

が根も葉もない悪口であれば， 正残は初期の段階でウソであることを証明するなど何らかの対

処をするべきであった。 しかし正残は一時の戯れ言と無視を決め込んだのである。悪口や無礼

を我慢することも武士には必要であり， 正残は自分の権勢を過信し，すぐに沈静化すると読ん

でいたのであろうが，これが正残の誤算のはじまりであった20)。江戸家老は，事が正残の出処

進退にまで及んだとき， I早速御正シ不被成候義落度」 と， 正残の不子際を札している。又者

や賄人が主人の悪口を言うなどもってのほかの不忠で，すぐに断固とした処置をとるべきだっ

たというのである2九我慢するか，すぐに名誉回復の行動に出るか。その判断は難しいが，結
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果的にはこの判断ミスが正残の人生を狂わせることになった。

噂は一時的に広がっても，やがて人の口にのぼらなくなることの方が多かったのであろう。

正残もこれが我が身を滅ほ、すほどの力となって襲いかかってくるとは予想だにしなかったのだ

と思われる。 しかし正残の噂はしぶとく，半年近く経っても噸かれ続けていた。ただそれは三

田藩家中， あるいは三田陣屋町内にとどまっていた。 ところが延享 2年(1745) 3月下旬，正

残のある行動が噂を領外に広めることになった。

藩の調査によると， I妾」として囲っていた京都出身の女性に暇を出したことで，この 「妾」

が京都までの帰路，あちらこちらで不義の噂を言いふらしたのである。この 「妾」は有馬町人

の一件以降に因われたのだと思われ，だとすると正残は全く懲りてはおらず，その軽率さが命

取りとなったことになる。そして，この 「妾」が言いふらしたことで 「三田御家中ハ勿論，在

町・他領迄及沙汰，近キ頃播磨・丹波・但馬辺，京都・大坂迄も専不儀之趣致流布」という事

態に及んだ22)。この間，わずか1， 2ヵ月で，正残は打つ手もなく，噂の急速な拡大をただ見

守るしかなかったようだ。

正残の調査とあわせると，噂を言い出したのは同家の又者 ・賄人で，とくに賄人が少しずつ

広めていた噂が， I妾」 によって領外にまで広がったというのが真相のようだ。又者・賄人と

はいえ武士身分集団の末端に連なり， 三国家中を去ったとしても，また別の家中に包摂される

ことを望む両人とは違い，武士身分集団に何のしがらみもない 「妾」は正残の家を放り出され

るや 「密使」のように振る舞うこともなく，噂を広めることができたのである。

正残が 「妾」に暇を出した真意はわからなし、。噂が半年以上も噸かれることに不安を感じて

身辺整理でもしようとしたのか。それとも事態を全く見くびり，新しい女性に乗り換えようと

でもしたのか。何れにせよ，正残のこの行動が潜伏していた噂を拡大させることになってし

まった。 しかも 「家筋之者故，上之御仕置筋も無御座，専御晶買J，つまり不義をしでかして

も何の処罰もないのは譜代家臣への 「晶買」だと，三田藩の仕置に対する批判が語られ始めた

のである23)。仕置とは刑罰一般，あるいは統治上の措置全般を指す。噂が領分を越えて広がり，

正残個人の問題ではなく藩の仕置に対する批判へと変質したことで， 正残は一気に追い込まれ

ることになった。

この噂の拡大と変質に敏感に反応したのが中下級家臣たちであった。これ以上，放置してい

ては 「御家之御恥辱，第一御家中・御領下迄御仕置相立不申」と， 正残への厳罰を求めたので

ある。さらに正残への 「晶買」が続けば家中の不満が爆発して騒動が起こると，藩の重役に一

刻も早く対応するように促した24)。それでも最初，重役たちの動きは鈍かったようだが， 中下

級家臣たちが再三，目付に審理開始を求めたことで 5月に入った頃から事態が動きはじめる。

噂は沈静化せず，どんどん広まっていたのだと思われる。正残は謹慎処分を科され，最初は意

見が割れていた家中も噂の拡大の前に正残親子を永暇に処すことでまとまり，重役の連名で江
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戸に居る藩主隆巴に処分が上申されたのである。

隆邑は2年前に綾部九鬼家より養子に迎えられたばかりで， しかも 20歳にも満たない青年

であった。そこで縁戚関係にある宇都宮藩主戸田忠余と 25)，実父である綾部藩主九鬼隆寛に対

応が相談され，隆寛に正残一件の仕置が委ねられた。

相談された戸田忠余はまずは不義の噂の虚実を吟昧すべきだと指示すると同時に，噂がこれ

ほどに広がるまで何の手だても講じなかった三田藩の対応を叱責した。また隆寛は，数々の噂

を言いふらされたのは度重なる不行跡ゆえだとして，正残は追込，一学は半知程度の処罰が妥

当であろうと意見する26)。

二人の意見，とりわけ隆寛の意見に対して三田藩江戸家老は，その程度の処罰ては中下級家

臣たちが納得せず，騒動の火種が残るので，家中の意見に従い永暇という重罰を科すべきだと

上申する27)。これをうけ戸田忠余は永暇に同意するが，九鬼隆寛は納得せず， 再度， 追込と半

知を主張した。隆寛は，不行跡があったとしても噂を言いふらされただけで譜代家臣を永暇に

処するというのは罪と罰が釣り合わないと考えたようだ28)。

しかし，三田家中の意見は強硬で永暇を譲らなかった。江戸家老も正残の度重なる不行跡を

隆寛に丁寧に説明して永暇とすることへの同意を求め，ついに隆寛はこれを承諾する。隆寛は

噂が言いふらされた背景にある正残の不行跡を 「積悪」と断罪 したのである29)。今回の仕置を

任された隆寛が当初，追込 ・半知が妥当だと判断したにもかかわらず，中下級家臣たちが強硬

な態度を崩さなかったのは， 三田藩政のあり方に対する長年の積もり積もった不満があったか

らである。三田藩では，家老 ・町奉行・ 郡奉行，軍団の組頭といった重役は， 志摩鳥羽時代以

来九鬼家に仕え，御家騒動で久隆を支持した譜代家臣家がほぼ独占していた30)。とりわけ久隆

擁立の立役者である九鬼図書の系譜をヲ|く左近系 ・采女系 ・監物系 ・一学系と，御家騒動で功

のあった九鬼勘左衛門家，そして初代三田藩主久隆の母の生家である沢野家が大きな権力を握

り藩政を牛耳っていた。

一方， 譜代家臣ではない中下級家臣たちは家老 ・奉行の 「下役」として仕え，重役への道は

ほぼ閉ざされていた。最初， 正残に厳罰を求めるべく決起 したのはこうした 「下役」のものた

ちで，江戸家老も軽い処罰では彼らが納得 しないと，九鬼隆寛に言上している31)。譜代家臣に

はあらかじめ重役の座が用意され，失政もスキャンタールも表面化することなく， うやむやにさ

れるという藩のあり 方に， I下役」に甘んじる中下級家臣たちの聞には，かなりの不満が溜

まっていたようだ。とりわけ正残が再三，スキャンダルを起こしても譜代の家筋を理由に免罪

されることに対しては 「最眉」が過ぎると憤っていた。

こうした長年， 慎り続けていた不満を代弁したのが，正残の不義の噂であった。噂が自分た

ちの不満を代弁し， I上之御恥辱」 にまで及んだことに対する責任を問うという大義名分を獲

得した瞬間，それまで公然と声を上げることを臨時してきた中下級家臣たちの不満が爆発した
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のである。正残一個人の問題から藩の仕置に関わる問題へと昇華したとき， 中下級家臣たちは，

藩の名誉回復を大義名分に決起したのであった。

大義名分を獲得した中下級家臣たちは藩の重役に激しく正残の処分を迫った。その勢いは相

当なものだったのであろう。このままでは譜代家臣と，中下級家臣との聞に騒動が勃発するこ

とを危倶した重役はついに 「御家中之治」のため， 正残の処分に動き出す。中下級家臣たちの

意見が，幕引きを図ろうとする重役の意見を押さえて家中の総意となったのである。そして

「御家中之治第一J，つまり家中を安定化させることが家中の総意となったとき，剃髪後も家中

で隠然たる力をもっていた正残は家中の治を乱す元凶として断罪されることになった32)。

事こ こに至ると，左近系，采女系，監物系の同族家のなかに表立って正残のために奔走する

ものはいなかった。かつてともに藩主に諌言 し，隠居暮らしを送っていた永信は裁許に関わる

人物に， I正残殿ニ限り全此度之義虚説」で， I悪説申触，御災難」と無実を訴えてはいるが，

これが正残を厳罰に処すべきと言う家中の大勢を変えるような力とはならなかったお)。

また罪状認定書で，無礼をうけたとされた本家の芳隆は，永暇に処された正残から義絶の申

し出があったものの，当初は重い処罰に同情し，義絶を臨時っていた。 しかし世間で親族だと

榔撤されるようになったため， ヂ隆は 「武を顛し， 上を蔑し， 以之外事与世上之人口ニ掛候

事」と義絶を宣告した34)。

かつての盟友も，親族も， 正残を厳罰に処すべしという世間の声を前に， 自分と家を守るこ

とを優先したのである。

4. 人民の口は天の口

正残への包囲網が狭まる 6月中旬，正残は心配して手紙をよこした知人への返信に 「乱心も

不仕，元15堅固」と認め，不義の噂を言いふらした犯人の目星を記している3九この頃，正残

は不義の噂を言い出した犯人を突き止めることに躍起になっており，先述したように又者と賄

人に絞り込んでいた。正残は噂がウソであることを証明できれば，この窮地を脱することがで

きると考えていたようだ。これは戸田忠余が不義の噂の 「虚実」を吟昧すべきだと指示したこ

とにも通じ，武士にとって，これが名誉回復の手段であったことがわかるお)。

一方で正残は身内にも自分の追い落としを企てているものがいるのではないかと疑心暗鬼に

陥っていたようだ。「親子・親之中ニうたかいをかケ候様成時節，五倫五常も無之かと奉存候」。

「疑敷世の中と存候事」。ウソの噂であるにもかかわらず，親族に表立った擁護の動きはなく，

相談しでもそれが家中に筒抜けになって，潔くない弁明だと噂されるのではないかと知人に吐

露する正残は， I乱心も不仕，元15堅固」とは裏腹に，精神的にも追いつめられていたようだ。

自らを 「大悪人」とも評している。
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それでも正残には最後の切り札があった。不当な処分だと幕府に訴える 「公訴」である。知人

宛の手紙には 「元無之事ニ候へハ，万一上ぷ重ク被仰出候ハ、外之義与違，幾重ニも丈夫ニ相願

候覚悟罷在候」と，ウソの噂で重罰に処されるのであれば公訴も辞さないことを示唆している初。

実は藩も公訴を警戒していた。正残が公訴すれば，処罰に関わった綾部藩主九鬼隆寛にも非

が及ぶと案じていたのである。不義の事実が存在しない以上， I積悪」だけで正残のみならず

息子一学までをも永暇に処せないことは，藩も十分に承知していたと思われる。人倫を欠く噂

を広められたことに罪を見出したとしても，永暇は重すぎ，最初に隆寛が意見した追込と半知

が相応の罰だったのであろう。

正残は自分の永暇はともかくも，一学までもが処分されることへの疑義と事態打開への協力

を依頼する書状を江戸家老九鬼勘左衛門に認めた。

手紙を受け取った勘左衛門は次のように返答しているお)。

一，貴様御義，浮説ニ御逢被成候事乍慮外大キ成御恥辱，御不徳より事発候訳と存候，尤

評義之趣於貴様決而有之間敷品勿論ニ候得共人民の口ハ天の口ニ而御座候，虚説と乍申

御不徳15発候御誤能々御勘弁可被成候，殊更貴様御名出候ハ上之御恥辱，殿様ヲ奉唱同

意ニ御座候，左候得者臣下之身，君之御名ヲ械候事是15大キ成無之，於武門可相慎専要

ニ而候，然処他所迄之評義申分ケ一々不被仕，殊更先年虚説ニ而も候哉，御名も出，

度々ニ及，万々被仰立候而も人民免シ不申候，左候得者上より如何程御晶買ニ思召候而

も御大法御仕置親疎難被成，重キ御方程表立候ハ、急度可被仰付候様相成可申，上之御

廉直ニ御座候，左候得者一学殿之義御父子候間いかに御存無之連も御科重く罷成候義，

差定り候天下之大法御座候，乍仮初拙者義ハ至極御大切之義存候故一入心気ヲ打罷有候

勘左衛門は不義の噂は 「虚説」であることを認めている。 しかしウソか，本当かではなく，

いま問題なのは噂を広められたことで，その背景には度重なる不行跡があると，正残を責める。

その 「不徳」を猛省すべきだというのである。さらに三国家中の一員である正残が噂されるこ

とは 「上之御恥辱，殿様ヲ奉唱同意」 と， I不徳」が正残個人の問題ではなく，藩主の名を汚

すことになったことを厳しく責めている。 噂とは 「人民の口」 であって， それはまた 「天の

口」である。その 「天の口」が非難しているのは長年の不行跡であり，事ここに至ってはいか

に藩主隆巴が譜代家臣であることで 「晶買」したくとも， I人民」が許さなし、。こうした場合，

むしろ高い地位にあるものほど、厳罰に処されるべきで，一学も正残の不行跡を知らなかったと

しても科は免れないのが 「天下之大法」だというのである。

この次の一つ書でも， I既ニ御不徳之科難遁」く， I御平生御慎堅固御座候ハ、縦令意趣意恨

有之連も壱人も申立候者有之間敷候」と，筋目正しき生活を送っていたならば噂を広めるもの
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などおらず，長年の 「不徳之科」を負うべきだと責めている。そして 「此上万々一御誤ヲ可被正

と御私意有之候ハ、御滅亡之基」と，公訴を断念するよう強く求めた。「全誤無之儀ヲ御引受御

迷惑可被思百候得共夫ハ常体之義J，つまり噂がウソであることを証明 し，名誉を回復できるの

はあくまでも常態のことであって， I世間ともか様之義ニ証拠ハ無之候得共御仕置被成候御方，

外之御家ニ而も多く御座候」 と，噂が領分をこえて広がり， I上之御恥辱，殿様ヲ奉唱同意」

となった以上， もはやそういう通常の法に則った手続きなど許されないというのである。正残

は噂がウソであることを証明するため， 言い出した犯人を探し出すことに全力を傾けていたが，

それによる名誉回復ができたのは噂が家中， あるいは領分にとどまっている間だったのである。

九鬼勘左衛門がいう 「人民」とは百姓 ・町人だけでなく， 三田家中の武士をはじめあらゆる

身分の人々を指す。ウソの噂であっても，あ らゆる 「人民」が共鳴し，噂が 「天の口」へと昇

華 したとき，それを鎮める手だては正残を厳罰に処する以外にはなかった。なぜな ら「天の

口」は正残に対する厳罰を求めていたからである。

事の真相解明ではなく，ただただ厳罰を求める 「天の口」に包囲された正残は公訴を断念し，

延享 2年 (1745) 8月，処罰を受け入れる次のような請書を藩に差し出す39)。

私之儀今度世上人口ニ掛申候段御聞届被遊，委細御書付を以被仰付候段奉畏候，急度可被

仰付候処家筋御筋目有ニ付御用捨を以永御暇被下候段難有奉存候，万一此上御用捨之品ニ

付其憧被差置候共従是御暇之義奉願覚悟罷有候処結構被仰{寸難有奉存候，御請之儀御家老

中迄何分宜申上度候段残所無之御請御座候

正残は 「世上人口ニ掛申候段」が罪であることを認め，それに対する永暇を相応の処分と謝

し， もし軽い罪であったな らば自ら永暇を願い出るつもりであったといって，家族ともども住

み慣れた屋敷を退去した40)。正残にとって，人生二度目の退去であったが，今度は恥辱にまみ

れた不名誉な退去となった4九

5.噂と世間

正残は九鬼勘左衛門宛の書状で，息子一学に道理にかなった処分が下されることを切望して

いるが，すべては 「世上之評儀」にかかっている，と述べている。九鬼勘左衛門も 「世間之人

口」 となったことを憂慮し， また正残の処分に 「世上」が注視するようになった以上， I親疎

之差別」はできないという 42)。勘左衛門は親交よりも 「世上」で自分がどうみられるかを優先

するというのである。正残も，勘左衛門も， I世上」の反応をひどく気にかけていた。

「世上」 とは世の中，世間のことである。中世には仏教用語であった世間が， 世俗語として
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「世の中」を意味するようになったのは近世，

江戸時代以降のことだとして，世間の存在か

ら18世紀の日本社会の特質に迫った倉地克

直は世間を次のように説明し，図 3のように

概念化した43)。すなわち 「江戸時代の身分集

団は， 同ーの原理を共有し，ある特定の集団

と直接の支配 ・扶養関係にあるのだが，その

外側には，特定の関係もなく原理も異なる集

団と触れ合っている。江戸時代のさまざまな

集団というのは，外側にこうした空間を もっ

G互〕

備考 .倉地克直『徳川社会のゆらぎ 日本の歴史 lU
264頁。(小学館 2008年)。

図3 I世間」の概念図

ている。それは個別的 ・直接的な関係を超えているという意昧では，公共的な空間」で， Iこ

うした空間のことを 「世間JJと呼べるのではないかというのである。

文芸作品や書状をみると，近世の人々が世間に強い関心を持っていたことは疑いなく，この

点で，世間を領主支配や身分集団，家の外側に広がる公共空間として捉え日本の近世社会の特

質に迫ろうとした倉地の問題提起を意義あるものと受け止め，九鬼正残の永暇一件をみると，

領主支配，身分集団，家と世間の関係性がよくみえてくる。九鬼正残永暇一件を噂と世間とい

う視点からまとめてみよう。

スキャンダノレを重ねても何の答めも受けない正残に対して家中， とりわけ中下級家臣たちの

間では 「晶買」だという不満が慎っていた。それは譜代家臣が家老 ・奉行といった重役を独占

し，藩政を牛耳っていることへの不満でもあった。三田藩では 3代隆律以降，副隆，隆久，隆

抵，隆由， 隆巴と 6代にわたって養子の藩主が続き，副隆以降 5代は相続時に 10歳代という

若き藩主たちであったため， 一層，譜代家臣が藩政の主導権を握っていくことになったのだと

思われる。そして譜代のなかには正残のように高慢不遜な態度をとるものもおり， 中下級家臣

たちの不満は増幅されていた。 しかし不満は家中以外には共有されず，譜代の圧倒的権力を前

に，表立って不満をぶちまけるものなどいなかった。不満は家中以外には共有されず，潜伏し

ていたのである。

藩の調査によると，噂の拡大では京都出身の 「妾」が大きな役割を果たしたことがわかる。

「妾」が噂を広めたのは家中でも，領分でもなく， 世間に対してであった。「妾」は正残に因わ

れている聞は正残の家に包摂されていたが，そこを放り 出されるや噂を世間に広めることがで

きた。それは 「妾」が村 ・町といった領内身分集団に帰属せず，また領主支配にも包摂されて

いないからであった。この点で正残の家，三田藩家中に帰属していた又者・賄人が 「密使」の

ようにしか噂を広められなかったのとは対照的である。正残の家を百し放たれでも，彼らが武

士身分集団で生きょうとする限り，噂を世間に広めることは武士身分集団からの離脱につなが
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りかねなかったからである。

不義の噂は家中に慎っていた不満と合体し，正残一個人から藩の仕置に対する批判へと変質

したが，そうなったのは噂が家中や有財?を越え， 世間で流布したからであった。この点で家中，

領分といった空間で広まる噂と，世間で広まる噂には質的な違いがあったともいえよう。そし

て両者の大きな違いは， 世間での噂は藩の仕置についても批判できたことである。

正残が一学の処分は 「世上之評儀」次第と言っているように，近世を生きる人々は世間に

「批判」されることの重大性をよく認識していた。結果論ではあるが，正残は噂が領分に止

まっている聞に，不名誉を晴らすべきであった。法に則った手続きが可能なのは噂が世間に広
(輯)

まる前，領分に止まっている間だったからである。中下級家臣たちは 「此度不儀之雑説有之，

御領下ハ勿論，播州・丹州・但州・京都・大坂迄茂令批判候」と，噂が領外へと広まったこと

を理由に正残の厳罰を求めているが，この場合であれば 「播州・丹州・但州・京都・大坂」が

世間ということになろう。

江戸家老九鬼勘左衛門が 「全誤無之儀ヲ御引受御迷惑可被思百候得共夫ハ常体之義」と言っ

ているように，噂が世間に拡大したときはもはや常態ではなく，法規範は通用しなかった。世

間に広がった噂は正残に正当な法の手続きである公訴をも断念させ， I世上人口ニ掛申候段」

を罪として受け入れさせる大きな力を持っていたのである。それは世間で流布した噂は 「人民

の口」であり 「天の口」であったからである。「人民」とは武士，百姓，町人，あらゆる身分

の人々を指し，近世の人々は身分集団に帰属すると同時に，身分集団をこえた世間の構成員で

もあった。世間は各自の顔が見えない匿名性をもっ空間で，そこでは帰属する身分集団内や領

分では口に出せない不満や批判を噂として流布させることができた。

倉地は 11世間」は 「雷同」する。「雷同」は雷の音に響いて反応すること。雷は天の声であ

る。「世間」 は風聞が流通する世界であり， 人々はそれに反応する。「公儀」 は， それを恐れ

る」と， 世間に噂が広まったときの恐ろしさを幕藩領主が認識していたという 44)。世間に広

まった噂は藩の仕置に 「晶眉」があることを批判したが，それは藩主に対する批判であった。

冒頭に掲げた史料にも記されるように藩主隆抵は譜代の家筋を理由に諌言した三人の帰参を許

したが， I晶買」 とはこういう歴代藩主の姿勢のことで， 藩主への批判を可能にしたのは世間

に広がった噂が 「天の口」という力をもっていたためである。

中世社会における噂の力に鋭いメスを入れた‘酒井紀美は，中世の人々は噂が当事者たちの想

像を超えて広がる背後には人聞を超越した神の子が関わっていると考えていたこと，隠された

真実を呼び起こすために神は人の口を借りて噂のかたちでメッセージを送ってきているのだと

考えられていたこと，ゆえに噂は絶対的な力をともなって人々の世界に入り込んでくるのだと，

指摘する45)。噂の背後に神の力をみる意識は近世を生きる人々にも継承されており， I天の口」

であるがゆえに藩主を批判することも許されたのである。
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こうした展開を辿った九鬼正残永暇一件をふまえると，世間とは匿名性を持つことから領分

や身分集団内では言葉にできなかった不満・批判を噂として発することができる空間であり，

匿名性は 「天の口」となって公儀である幕藩領主，身分集団，家を監視し，批判する力をもっ

ていたといえよう。

倉地は世間に流布した噂はやがて 「世論」になるという 46)。ただここで注意を要するのは噂

は権力を批判する 「世論」となると 同時に，暴力性も兼ね備えていたことである。世間に噂が

広まった責任を，長年の不行跡=1積悪」 と 「不徳」に求められたとしても，正残が法に則っ

た公訴の機会をも奪われたことは，噂がもっ暴力性を示す一例であろう。世間が求めていたの

は正残が厳罰にひれ伏すことであり，不義の噂の真偽を明 らかにしたうえでの処罰ではなかっ

た。正残が 「世上之評儀」を気にかけていたのはその暴力性をよく承知していたからであろう。

「人民」 が求めていたのは厳罰であって， たとえ正当な手続きの上で免罪になったとしても納

得 しなかった。九鬼勘左衛門が 「公訴」すれば 「御滅亡之基」と警告 しているのも， 世間の暴

力性を示唆 していよう。譜代家臣で，藩主への諌言によって家中および社会で高い評価を得て

いた正残のスキャンタールが世間に流布 したとき，世間が求めたのは真相の解明ではなく厳罰で

あった。そこには勘左衛門が正残を説得 したような 「重キ御方程表立候ハ、急度可被仰付候様

相成可申」という地位の高い者が負うべき社会的責任という意識もあったであろうが， 正残が

「世上之評儀」 を恐れていたのは， 地位の高いものが打ち位がれる姿をさらけ出すことを世間

が期待しているという暴力性であった。そして，かかる暴力性が発揮されたのは 「世間」が匿

名性ある空間だったからであろう。

噂の力を世論形成と暴力性というこ面性から捉えたとき，次に問題とすべきは幕末期の社会

変革において人々の政治意識を高揚させることになる民間の情報網が47)，虚偽や暴力d性を持つ

噂も流布させる役割を担っていたことである。人々の世間への強い関心と合わせて， 近世日本

における民間情報網の形成と展開を， かかる視点から位置づけてみる必要がありそうだ。

付記 本稿は三田市史編纂の成果である。史料閲覧 ・利用をご許可いただいた三田市史編纂委員会

および，貴重なご意見を頂戴した近世史部会のみなさまにお礼申し上げます。

注

1 ) 武家の刑罰では切腹 ・流罪 ・追放 ・役百放 ・御預 ・閉門・ 逼塞 ・遠慮などが知られる。三田藩

の刑罰規定で永暇がどのランクになるのかはわからないが， 正残の処罰を家中に知らせる達書で

は 「家名及断絶候段」と記される (九鬼家資料文書番号 13-1-9 )。以下，使用する九鬼家資

料は三田市史編纂室所蔵写真版による。
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2) r三田市史』第 1巻 (2011年3月刊行予定)，第3部第 2章第 1節。

3) 同上，第3部第 1章第 2節 ・第2章第 2節。

4) 家臣団系譜では 「外戚腹之嫡子」とされる (r三田市史』第4巻， 71頁史料番号 36三田藩九

鬼家臣系譜)。

5 ) 守隆の家中で知行高 1，000石以上は 6人。内5人は 1，000~ 1，800石で， 4，000石は群を抜いて

大きい。 久隆は三田への所替により所領高は 56，000石から 36，000石へと減じたため， 家中の知

行高も減らされるが，それでも成隆家(清隆が相続)の知行高は 3，000石にも及び，家中随一の

大身であった。

6) 家臣団系譜に隆演は 「峰和田」出身と記されるが，和泉岸和田の誤記かとも思われる。

7 ) 元は西姓を名乗り，知行高 750石の大身家臣であった。御家騒動では久隆擁立に反対して九鬼

家を退去する家臣が出るなか，久隆支持を表明したことから，藩主守隆より 「奇特成儀」と賞賛

された (r三重県史資料編近世 1J 695頁，史料番号 319九鬼守隆書状)。

8) 九鬼家資料 13-1-4。

9) 沢野吉左衛門より九鬼兵庫宛書状(九鬼家資料 13-1-5)。

10) 正残家の履歴については前掲注 4等。

11) 九鬼家資料 13-1-10。

12) 九鬼正残より村上長音宛書状(九鬼家資料 13-1-20)。

13) 有馬郡道場川原村は，この時期は上総国飯野藩領。大坂街道と湯山街道の合流地点に位置する

ことから宿場町として栄えた。

14) 前掲注 11でも， I丹後守代為筋申達離散仕候，右之旨趣尤成事ニ候」と記されている。

15) I功ニ誇り， 全人欲を離候申分ニ市内心格式之望有之，其上押市弟IJ髪仕， 人欲を離れ候申分ニ

者候得共心底者仕置向ニ加り度存念人々存候事J(前掲注 11)と記される。

16) I家中之者へ内々ニ而腰を押， 仕置向之義内証ニ市誹誘， 家中不穏候事J(前掲注 11)と記さ

;hる。

17) 前掲注 12。

18) 近世の武士が，事務や財政に長けたものを，江戸や大坂等でリクルートし，又者 ・賄人として

抱えていたことはよく知られている(宮地正人 「幕末旗本用人論J，福地惇 ・佐々木隆編 『明治

日本の政治家群像J<吉川弘文館， 1993年)，後に，宮地 『幕末維新期の社会的政治史研究J<岩

波書庖， 1999年〉に所収)。

19) 正残は 「自分共之悪逆数多有之ニ付却而拙者江意趣を含，拙者を取落可申工之事ぷ世上へも此

方内ぷ近年悪敷様ニ申触，別而去年ぷ右賄之者密使之体ニ而右之工ミ搭へ候様ニ無覚事世上へ広

メ申候事」と記している(前掲注 12)。

20) 谷口真子は悪口雑言が暴力性をもったことを指摘し，名誉回復のために武士がとるべき行動に

ついて論じている (r近世社会と法規範J，吉川弘文館， 2005年)。

21) 九鬼勘左衛門より九鬼正残宛書状には 「臣として意趣含候趣大不忠御座候，早速御正シ不被成

候義御落度」と記されている(九鬼家資料 13-1-17)。

22) 表題なしの冊子文書(九鬼家資料 13-1-21)。末尾に 「御仕置相立， 御家中御帰伏仕候様ニ

仕度奉存候」と記されることから，正残の厳罰を求める家中からの上申書の写文書かと思われる。

23) 向上。

24) 向上。

25) 下野字都宮 77，000石の藩主。忠余の祖父忠昌の次男が戸田忠章で，正残が諌言した三田藩主

隆抵は忠章の次男。三田藩主隆巴の実父である綾部藩主九鬼隆寛は播磨林田藩主建部政周の次男
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であることから政周にも相談されたが， 1御由緒一段越候得ハ御了簡出かたく 」 と，意見を述べ

ることを辞退している。また戸田忠余も 「大隅守様(九鬼隆寛 ( )内筆者)御同家事候間宜

様御聞届御仕置可被仰付候」と，最終的な判断は九鬼隆寛に委ねている。

26) 隆寛は 「正残義不行跡之上，異説ヲ受候事候得ハ急度追込置， 一学義家筋候得者半知位ニ仕差

置候両者如何」 と意見した (1九鬼正残， 同一学御裁許ニ付和久山助右衛門 ・水谷豊大夫，右為

御用出府諸事控j，九鬼家資料 13-1-22)。

27) 同上史料には 「勘左衛門申上候者，右之通ニ而者御仕置図ニ不中，後々騒動之端可罷成候，最

初三田役人申上候御暇被下候方前後図当之御仕置候様江戸役人一同奉存候段申上候」とある。

28) 1大隅守殿未碇と呑込難参， 半知 ・追込候義毎度被申聞候j， 1大隅守様委キ意味御呑込難成段

至極御尤」と，隆寛はなかなか永暇に同意しなかった(前掲注 26))。

29) 1最初大隅守様思百ハ積悪之所ヲ省， 此度之評儀一通り候様御承知違御考被成候， 成程積悪ニ

付御暇父子共被下候段尤思百候」と，江戸家老が正残 ・一学の長年の不行跡を丁寧に説明し，隆

寛が正残の罪を噂を広められた 「積悪」に求めたことがわかる(前掲注 26史料)。

30) r三田市史』第 1巻 (2011年3月刊行予定)，第3部第3章第 1節。

31) 前掲注 26。正残の処罰決定知らせる家中への達書には(前掲注 1)， 1是迄家柄之者初役人共

和順薄」く，以後は 「家柄之者初役人まて私意を離，万端一致ニ令和順取計有之様肝要」と，譜

代の家筋とその配下で役人を務める中下級家臣たちとの和解が図られている。この達書は隆巴に

代わって裁許を下した九鬼隆寛が発したと思われ， 1当時長門守(隆邑 ( )内筆者)若年之事

故存念之趣申達候」と，家中の対立を憂慮していたことが窺える。

32) 江戸家老九鬼勘左衛門は九鬼隆寛に対して，追込 ・半知では 「とかく家之治不宜j，1御家中之

治第一」に裁許してほしいと説得した(前掲注 26)。また江戸の役人も裁許の仲介者細川桃庵に

「兎角第一守為家之治メ存候外他事無御座j(1細川桃庵老へ江戸役人存念書付出候写j，九鬼家資

料 13-1-11)と，第一に考えるべきは家の治まりだと述べている。なお細川桃庵は幕府御典医

で，九鬼図書系の分家の女子が同家に嫁いでいる。

33) 九鬼永信より細川桃庵宛書状〔九鬼家資料 13-1-7 )。

34) 1一家三人之者江不通仕候事J(九鬼家資料 13-1-3)01私之儀同姓故右之放坪之筋同様ニ世上

ニ拘候ニ付不能止無是非右之通不通」と， 1世上」の目が，粛宮の決断を左右したことが知られる。

35) 前掲注 12。

36) 前掲注 20。

37) 前掲注 120

38) 前掲注 210

39) 前掲注 26。

40) 1南谷ニ而木の下文五郎方迄家内退去」とある(前掲注 26)。

41) 正残の娘は縁談を破棄されている。また三田の屋敷を後にした正残 ・一学と家族の行列は，意

図的に 「人民」の目に触れるよう陣屋町内を歩かされたように思われる(前掲注 26)。

42) 前掲注 21。

43) 倉地克直 『徳川社会のゆらぎ 日本の歴史 1U (小学館， 2008年)。

44) 向上。

45) r中世のうわさ 情報伝達の仕組J(吉川弘文館， 1997年)。

46) 前掲注 43。

47) 民間の情報網については，前掲注 18宮地著書。近世の人々の世上への関心については，拙稿

「掛屋になること一一幕末社会における情報蒐収一一j(r倉敷の歴史J19， 2009年)を参照。
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要
ヒエ，
目

延享 2年(1745)，三田藩において上級家臣の親子が永暇の刑に処された。 理由は父親の女性問

題の噂が三田藩領内を超えて世間に流布したためである。しか し噂はウソであった。なぜ， ウソ

の噂であったにもかかわらず親子は処分されたのか。それは父親の 日常態度に不満を持っていた

人民が噂に共鳴し， この噂が 「天の口J(神の声)へと昇華 したからである。そして人民が求め

たものは真相の解明ではなく，上級家臣が厳罰に処されて，人民の前に惨めな姿をさらけ出すこ

とであった。本稿は，この事件を素材に，噂が 「天の口」へと昇華する過程について考察する。

キーワード うわさ，世間，人民，天の口

Summary 

In 1745 (the 2 nd year of Enkyo)， a father and his son from a high-ranking feudal family 

in Sanda domain were sentenced to nagaito押w.This is because a rumor of the father's 

extramarital affair spread across and beyond the Sanda domain， and eventually reached 

the outside world. In fact， however， this rumor proved to be false. Why were the father 

and son punished even though the rumor was falseつ

The reason is that people who were dissatisfied with the daily attitude adopted by 

the father sympathized with the rumor， and this rumor was sublimated to the voice of 

heaven (ten no kuchi). And， what the people sought was not the clarification of the 

truth but the severe punishment of a high-ranking vassal family and their humiliation 

before others. This paper studies this case， and considers how rumor was sometimes 

transformed into the voice of heaven 
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